
基本計画

第６次倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画

概 要
計画期間 令和３年度～令和７年度（５年）

基本理念 お互いを認め合い、安心して暮らせる人権尊重のまちづくり

主なポイント

■推進方針

推進方針１ 人権教育・同和教育の推進 ▶学校教育、社会教育等を主な方針に設定
推進方針２ 人権啓発の推進 ▶学習機会、情報提供を主な方針に設定
推進方針３ 相談・支援体制の充実 ▶人権侵害救済制度の確立要求、

人権文化センター等の相談体制を主な方針に設定
■基本計画及び行動計画（アクションプラン）の策定

計画を各種人権課題の解決に向けた方向性を定める「基本計画」と、
個別具体的な事業をまとめた「行動計画（アクションプラン）」を策定
 ▶方向性と事業を管理することで、計画の実効性と機動性の向上を図った。

■成果指標の設定

基本計画には「重要目標達成指標（ＫＧＩ）」を設定
アクションプランには「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」を設定
 ▶方向性及び事業に対する成果指標を設定し、事業の評価分析を行えるよう
にすることで、計画をより実効性のあるものとした。

■全庁体制の確立

人権施策推進連絡会議を設置  
▶庁内の横断的な事業の連携、成果指標を分析する体制を構築した。

【各種人権課題】
１ 部落差別
２ 障がいのある人の人権
３ 男女の人権
４ 外国にルーツを持つ人の

人権
５ 子どもの人権
６ 高齢者の人権

７ 病気にかかわる人の人権 
８ インターネットによる人

権侵害
９ 様々な人権（アイヌ民族、

拉致被害者等、性的マイノリ
ティ、刑を終えて出所した人、
犯罪被害者等） 

体系図

推進方針１ 推進方針２ 推進方針３

【取組の対象】
１ 家庭 
２ 保育現場 
３ 学校 

４ 職場
５ 地域 
６ 行政

７ その他各種団体

行動計画（アクションプラン） 
１ 全庁体制の確立（人権施策推進連絡会議の設置） 
２ 広報、啓発活動、相談業務、各種事業等の推進 
３ 重要業績評価指標（KPI）の設定・評価 

基本理念

重要目標達成指標（ＫＧＩ）の設定・評価

資料１


